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17宇市人第 260号 

平成１７年６月２７日 

 

宇治市職員労働組合 

執行委員長 小野 敦 様 

                              宇治市長  久保田 勇 

 

 

回 答 書 

 

平成17年6月9日付で貴組合から要求のありました2005年夏季重点要求書について、以下の

とおり回答いたします。 

 

 

1 基本賃金 

① 宇治市に働く労働者の賃金を「誰でも1万円以上」「時間給50円以上」底上げをはか

ること。あわせて、臨時・非常勤を含め自治体に働く労働者の産別最低賃金を「時給1,000

円・日額 7,400円・月額 150,000円」以上に確立するとともに、「均等待遇」の原則を

確立すること。 

②  府・人事院が進めようとする「公務員の給与構造の見直し」は、公務員の賃金水準

の切り下げにとどまらず、民間労働者への更なる賃下げや、地域間の賃金格差の拡大

を一層増長させるなど地域経済に深刻な影響を及ぼすことになる。また、地方交付税

の削減にもつながるなど、市民生活にも重大な影響をもたらすものであり、実施しな

いよう関係機関に申し入れること。国追随の賃金改悪を行わないこと。 

 

（回答）これらの要求項目については、本年の人事院勧告等の動向を見定めたうえで、職員の生

活を守る立場に立って貴組合に回答する予定であるので理解されたい。 

 

2 夏季一時金 

① 夏季一時金については、2.8月分プラス一律39,000円を支給すること。 

 

（回答）平成17年6月期に支給する期末・勤勉手当は、宇治市職員の給与に関する条例に基づ

き、期末手当として1.4月分、勤勉手当として0.7月分の合計2.1月分を6月30日に支給

するので理解されたい。 
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② 一時金の役職加算をやめ、全職員10％加算とすること。 

 

（回答）役職加算については、その職責に応じて役職の職務別に措置しているものであること

から、全職員に一律10％加算することは困難であるので理解されたい。 

 

 

③ 一時金の「期末手当」「勤勉手当」を一本化すること。 

 

（回答）期末手当、勤勉手当を一本化することは勤勉手当が職員の勤務成績に応じて支給され

る能率給の性格を有しており、この手当の支給形態が民間企業における賞与の特別給のう

ち成績査定分に相当し、民間企業の賞与の支給形態と均衡が保たれている根拠となってい

ることから、期末手当として一本化はできないところであるので理解されたい。 

 

④ 一時金の「勤勉手当」に成績率・勤務評定を導入しないこと。 

 

（回答）勤勉手当の支給については期間率と成績率を乗じた支給割合となっているが、現状は

勤務期間率と一律適用した成績率とで支給割合を決定しているので理解されたい。 

 

 

3 調整手当について、これまでの交渉経過をふまえ10％に改善すること。 

 

（回答）国においては平成13年4月1日から調整手当の支給地域及び支給割合の見直しが行わ

れ、その結果、宇治市は当分の間支給する地域となった。 

近隣市町の調整手当の支給率は、京都市が10％、その周辺に位置する宇城久が9％とな

っている一方、宇治市内には官署指定という状況もあり、これらの状況を踏まえ本市の調

整手当の支給率については、本年の人事院勧告等の動向を見定めたうえで、引き続き貴組

合と協議していきたいと考えているので理解されたい。 

 

 

 

 

4 夏期休暇を10日間とし、完全取得できる体制を確保するとともに、制度化すること。リ

フレッシュ休暇として勤続10年3日、20年及び30年に5日付与すること。 
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（回答）リフレッシュ休暇については、勤続30年に達した場合の長期勤続福利厚生休暇につい

て、平成11年4月から3日間を新設したところであるので理解されたい。また夏季休暇の

拡充については、府下他団体の状況から10日間を制度化することは困難であるので理解さ

れたい。 

なお、平成17年度の夏季休暇の取得日数及び取得時期は昨年度のとおりとする。 

夏季保健及び厚生対策の趣旨に鑑み、計画的な取得を推進することとしているので理解

されたい。 

 

 

5 職場に差別と分断をもたらし、その結果として市民サービスの低下につながる「成績主

義」「業績主義」制度を導入しないこと。管理職を対象とした「勤務成績評定」「目標管理

的自己申告」制度の試行を中止すること。 

 

（回答）勤務成績評定及び目標による管理制度については、平成 12年度からの試行を踏まえ、

宇治市第4次行政改革大綱及び同実施計画において、平成16年度本格実施への移行として

いたところであるが、未実施のため、平成17年度の早い時期に本格実施としているところ

である。なお、評定結果の成績率への適用等労働条件に関わる事項については、今後、貴

組合と協議していきたいと考えているので理解されたい。 

 

6 「宇治市第4次行政改革大綱」「宇治市第4次行政改革実施計画」について撤回し、真に

ムダを省き住民要求を大切にする行政を確立すること。 

 

（回答）宇治市第4次行政改革大綱及び同実施計画については、地方自治法の趣旨に基づき策定

したものであり、全庁一体となって積極的に取り組んでいるところである。行政改革を遂

行する中で、労働条件に関わる事項については貴組合と協議していきたいと考えているの

で理解されたい。 

 

 

7 指定管理者制度の導入にあたっては、直営の原則を守るとともに、公共性堅持の立場か

ら検討し、労使協議を行なうこと。また、指定管理者制度の導入を口実とした民間委託を

行なわないこと。 

 

（回答）労働条件に関わる問題については、今後とも貴組合と協議していきたいと考えているの

で理解されたい。 
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8 公務災害の独自保障について、この間の交渉経過をふまえ、今日段階の独自保障にふさ

わしいものとし、死亡見舞金を3,000万円以上に改善をはかること。 

 

（回答）本市条例による見舞金制度とその導入の基礎となった自賠責保険金額との格差が生じて

いることや、他の地方自治体及び民間企業における見舞金の実態については承知しており、

早い時期の解決に向け努力したいと考えているので理解されたい。 

 

 

9 本庁1・2階及び西館の空調改善を行うこと。 

 

（回答）本庁１・２階については、温度設定を冷房期 26±1～2℃（国基準は 28℃）、暖房期 22

±1～2℃（国基準は 18℃）に調整しているが、納税課上部の煙抜きからの暖気対策、書

棚等の影響によると思われる空調・換気上の課題もあり、気温や湿度等の状況を見ながら、

柔軟に対応しているので理解されたい。 

また、西館についても、気温や湿度等の状況を見ながら対応したいと考えているが、建

物自体が昭和４９年の完成から長期間を経ているため、諸設備も含めた抜本的な改修につ

いては、今後の検討課題としたいと考えているので理解されたい。 

 

10 身障者トイレを全てのフロアーに設置すること。 

 

（回答）身障者用トイレについては、本館では１階・２階・３階・８階に各１カ所設置し、議会

棟では１階と議場傍聴席入口前の計２カ所に設置している。また、設置していない階には

身障者用トイレの案内表示をしているところであり、更なる整備については、今後の検討

課題としたいと考えているので理解されたい。 

 

11 住民のいのちと暮らし、平和と地方自治を守ること。 

 ① 日本を「戦争する国」へと導く憲法9条改悪をはじめ、憲法3原則を踏みにじる改憲

策動に反対すること。 

 ② 自衛隊のイラク派兵の即時中止、真の国際貢献へ尽力することを政府に求めること。 

 

（回答）この要求項目については、交渉事項として回答することにはならないので理解されたい。

なお、今後とも労働条件に関わる事項については交渉により解決を図っていきたいと考え

ているので理解されたい。 


